
月
月ごと
通番

公益法人の区分
国所管、都道府県所
管の区分

応札・応募者数

9月 1 灘公共職業安定所吸収冷温水機修繕工事

支出負担行為担当官
兵庫労働局総務部長
板松　一郎
神戸市中央区東川崎町1-1-3

令和6年9月4日
株式会社岡島電設工業
奈良県磯城郡田原本町
宮古695-1

6150001019481 一般競争入札 9,900,000 9,795,535 98.9% 応札1者

9月 2 明石公共職業安定所個別空調等更新工事

支出負担行為担当官
兵庫労働局総務部長
板松　一郎
神戸市中央区東川崎町1-1-3

令和6年9月20日
株式会社安福住設
明石市大久保町大窪
1519-7

8140001035619 一般競争入札 9,159,257 4,598,000 50.2% 応札3者

9月 3 柏原公共職業安定所個別空調更新工事

支出負担行為担当官
兵庫労働局総務部長
板松　一郎
神戸市中央区東川崎町1-1-3

令和6年9月26日
ミカタ株式会社
大阪市平野区背戸口3-
3-25

2120001201062 一般競争入札 5,336,348 2,079,440 39.0% 応札4者

番号

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所
在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

法人番号
一般競争入札・指名
競争入札の別（総合
評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

備考

様式２－１

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。



月
月ごと
通番

公益法人の区分
国所管、都道府県所
管の区分

応札・応募者数

9月 1
令和7～10年度兵庫労働局の官用車賃
貸借業務一式

支出負担行為担当官
兵庫労働局総務部長
板松　一郎
神戸市中央区東川崎町1-1-3

令和6年9月10日

株式会社トヨタレンタリー
ス神戸
神戸市兵庫区水木通2-
1-1

2140001013737
一般競争入札
（総合評価方式）

2,326,500 1,584,000 68.1% 応札1者

9月 2 建築物点検業務委託契約

支出負担行為担当官
兵庫労働局総務部長
板松　一郎
神戸市中央区東川崎町1-1-3

令和6年9月10日
株式会社国原技術
京都市山科区勧修寺縄
手町45

4130001014313 一般競争入札 3,120,586 869,000 27.8% 応札4者

9月 3
兵庫労働局外24所におけるノートパソコ
ン等リース契約

支出負担行為担当官
兵庫労働局総務部長
板松　一郎
神戸市中央区東川崎町1-1-3

令和6年9月26日

NECキャピタルソリュー
ション株式会社神戸営業
所
神戸市中央区東町126

8010401021784 一般競争入札 73,686,566 60,845,400 82.6% 応札3者

9月 4
神戸公共職業安定所外2所における窓
口案内機交換購入契約

支出負担行為担当官
兵庫労働局総務部長
板松　一郎
神戸市中央区東川崎町1-1-3

令和6年9月30日
株式会社事務クリエイト
大阪市港区磯路2-19-20

6120001151907 一般競争入札 3,921,759 3,130,600 79.8% 応札2者

9月 5
神戸西労働基準監督署外9施設にかか
る複合機の購入、引取廃棄及び保守契
約

支出負担行為担当官
兵庫労働局総務部長
板松　一郎
神戸市中央区東川崎町1-1-3

令和6年9月30日
株式会社マコト商事
神戸市北区鳴子2-9-8

2140001015436 一般競争入札 5,956,599 5,394,125 90.6% 応札3者

備考

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

法人番号
一般競争入札・指
名競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格
※1

契約金額
※1

落札率

公益法人の場合
※2

番号

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所
在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

様式２－３

※1　単価契約の場合、調達予定数量による総額を計上。
※2　公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。


